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昭和４３年１０月２３日制定（空航第３８７号） 
平成１５年１２月２２日一部変更（国空航第９３０号、国空保第３９７号） 
平成１８年 １月２７日一部変更（国空航第７８７号、国空保第４３６号） 

 
 

航空障害灯及び昼間障害標識の設置免除の事務処理基準 
 
 
航空法第５１条第１項ただし書の規定により航空障害灯を設置しないことを許可し、又

は航空法施行規則（以下「規則」という。）第１３２条の２第１項の規定により昼間障害標

識を設置しないことを承認する事務処理基準は、次のとおりとする。 
 
１．許可又は承認基準 
  航空障害灯及び昼間障害標識の設置免除基準は次のとおりとする。ただし、（１）、

（２）及び（６）の基準に適合する物件であって、低空飛行を行う可能性のある海岸、

湖及び河川の付近に設置される場合等で許可又は承認することが適当でないと認められ

るものにあっては、この限りでない。 
（１） 地上高６０ｍ以上１００ｍ未満の物件で次のいずれかに該当するもの（架空線を

除く。） 
イ．当該物件から２ｋｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い山がある場合 
ロ．当該物件から５００ｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があ

り、その障害物件に航空障害灯が設置されている場合（航空障害灯に限る。） 
ハ．当該物件から２００ｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があ

り、その障害物件に昼間障害標識が設置されている場合（昼間障害標識に限る。） 
ニ．当該物件から５００ｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があ

り、その障害物件に高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯が設置されている

場合（昼間障害標識に限る。） 
（２） 地上高１００ｍ以上１５０ｍ以下の物件で次のいずれかに該当するもの（架空線

を除く。） 
イ．当該物件から１ｋｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い山がある場合 
ロ．当該物件から２００ｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件があ

り、その障害物件に航空障害灯が設置されている場合（航空障害灯に限る。） 
 ハ．当該物件から２００ｍの範囲内に当該物件の海抜高よりも高い他の障害物件が

あり、その障害物件に高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯が設置されて

いる場合（昼間障害標識に限る。） 
（３）構造上又は技術的に航空障害灯又は昼間障害標識の設置が困難な物件であって、他

の何等かの方法によってこれに代わる措置がとられておりその効果が認められる

もの（架空線を除く。） 
（４）高炉、フレヤースタック、蒸留塔等で地上付近及び各階に常時作業灯が点灯され、

航空障害灯に代わる効果が認められる物件（航空障害灯に限る。） 
（５）当該物件の周囲を取り囲む当該物件の海抜高よりも高い複数の物件（規則第１２７

条第１項第１０号に該当する物件に限る。）があり、その複数の物件の隣り合う航

空障害灯（中光度赤色航空障害灯又は規則第１２７条第１項第１号ニ（二）ａに規

定する低光度航空障害灯に限る。）が１５０ｍ以下の間隔で設置されている場合 
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（６） 広範な地域にわたる送電線鉄塔群内の地上高１５０ｍ以下の送電線鉄塔で、航空

障害灯及び昼間障害標識（高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯を含む。）

が設置される鉄塔間に直線的に設置され、一連の送電線鉄塔群の連続性が確保され

るため、航空機の航行の安全を害するおそれがないと認められるもの 
（７） 架空線であって、その設置状況から航空機の航行の安全を害するおそれがないも

のとして航空局管制保安部長が別に定めるもの（航空障害灯に限る。） 
 
２．許可又は承認の条件 

申請のあった日において第１項の基準に適合する物件であって、近接する障害物件の除

去、飛行場の制限表面の変更等により将来同項の基準に適合しなくなることが予想される

場合等は、期間又は条件を附して免除することができる。 
 
３．申請書及び添付図面 

許可又は承認の申請に必要な申請書の記載事項及び添付図面は、次のとおりとする。 
（１） 記載事項 

イ．物件の設置者 
ロ．物件の種類及び色（架空線である場合は色を除く。） 
ハ．設置場所等 
ａ．架空線以外の物件にあっては町名、地番、緯度及び経度 
ｂ．架空線にあっては県名、固有照会番号、架空線の両端を支持する物件（以下「鉄

塔等」という。）の緯度及び経度 
ニ．地表からの高さ及び海抜高 
ホ．鉄塔等の地表からの高さ、海抜高及び航空障害灯又は昼間障害標識の設置の有無

並びに径間の長さ（架空線に限る。） 
へ．設置期日 
ト．仮設物にあっては除去予定期日 
チ．航空障害灯及び昼間障害標識を設置しない理由 

（２） 添付図面（航空局管制保安部長が別に定めるものを除く。） 
イ．障害物件を記入した地図（５万分の１） 
ロ．物件の構造図 
ハ．その他の参考資料 

 
 
附則（平成１５年１２月２２日） 
１． この基準は平成１５年１２月２５日から適用する。 


